
 

 
 

○
内
閣
府
告
示
第
三
百
二
十
五
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
平
成
二
十
三
年
内
閣
府
告
示
第
二
百
九
十
四
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
四
年

十
一
月
三
十
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

野
田 

佳
彦 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

紋
別
市
並
び
に
北
海
道
紋
別
郡
遠
軽
町
、
湧
別
町
、
滝
上
町
、
興
部
町

及
び
雄
武
町 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

オ
ホ
ー
ツ
ク
紋
別
地
域
外
国
人
技
能
実
習
生
受
入
れ
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

紋
別
市
並
び
に
北
海
道
紋
別
郡
遠
軽
町
、
湧
別
町
、
滝
上
町
、
興
部
町
及
び
雄
武
町
の
全

域 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

外



 

 
 

国
人
技
能
実
習
生
受
入
れ
に
よ
る
人
材
育
成
促
進
事
業
（
五
○
六
（
五
一
三
）
）



 

 
 

○
内
閣
府
告
示
第
三
百
二
十
六
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
平
成
二
十
二
年
内
閣
府
告
示
第
三
百
八
十
九
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
四
年

十
一
月
三
十
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

野
田 

佳
彦 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

北
海
道
枝
幸
郡
浜
頓
別
町
及
び
枝
幸
町 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

北
オ
ホ
ー
ツ
ク
え
さ
し
・
は
ま
と
ん
べ
つ
外
国
人
技
能
実
習
生
受
入
れ
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

北
海
道
枝
幸
郡
浜
頓
別
町
及
び
枝
幸
町
の
全
域 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

外

国
人
技
能
実
習
生
受
入
れ
に
よ
る
人
材
育
成
促
進
事
業
（
五
○
六
（
五
一
三
）
）



 

 
 

○
内
閣
府
告
示
第
三
百
二
十
七
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
告
示
第
四
十
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
四
年
十
一

月
三
十
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

野
田 

佳
彦 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

東
京
都
千
代
田
区 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

東
京
都
千
代
田
区
の
全
域 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

校

地
面
積
基
準
の
引
き
下
げ
に
よ
る
大
学
等
設
置
事
業
（
八
一
一
）
、
学
校
設
置
会
社
に
よ
る
学
校
設
置
事
業
（
八
一
六
）
、



 

 
 

運
動
場
に
係
る
要
件
の
弾
力
化
に
よ
る
大
学
設
置
事
業
（
八
二
八
）
、
空
地
に
係
る
要
件
の
弾
力
化
に
よ
る
大
学
設
置
事
業

（
八
二
九
）
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
み
を
用
い
て
授
業
を
行
う
大
学
に
お
け
る
校
舎
等
施
設
に
係
る
要
件
の
弾
力
化
に

よ
る
大
学
設
置
事
業
（
八
三
二
）



 

 
 

○
内
閣
府
告
示
第
三
百
二
十
八
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
平
成
二
十
年
内
閣
府
告
示
第
五
百
十
五
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
四
年
十
一

月
三
十
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

野
田 

佳
彦 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

北
杜
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

北
杜
市
地
域
活
性
化
ワ
イ
ン
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

北
杜
市
の
全
域 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

特

産
酒
類
の
製
造
事
業
（
七
○
九
（
七
一
○
）
）



 

 
 

○
内
閣
府
告
示
第
三
百
二
十
九
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
告
示
第
二
百
八
十
二
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
四
年

十
一
月
三
十
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

野
田 

佳
彦 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

熊
野
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

熊
野
市
ど
ぶ
ろ
く
・
果
実
酒
・
リ
キ
ュ
ー
ル
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

熊
野
市
の
全
域 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

特

定
農
業
者
に
よ
る
特
定
酒
類
の
製
造
事
業
（
七
○
七
（
七
○
八
）
）
及
び
特
産
酒
類
の
製
造
事
業
（
七
○
九
（
七
一
○
）
）



 

 
 

○
内
閣
府
告
示
第
三
百
三
十
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
平
成
十
七
年
内
閣
府
告
示
第
百
二
十
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
四
年
十
一

月
三
十
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

野
田 

佳
彦 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

鳥
取
県
東
伯
郡
湯
梨
浜
町 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

保
育
の
充
実
に
よ
る
若
者
支
援
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

鳥
取
県
東
伯
郡
湯
梨
浜
町
の
全
域 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

地

方
公
務
員
に
係
る
臨
時
的
任
用
事
業
（
四
○
九
）



 

 
 

○
内
閣
府
告
示
第
三
百
三
十
一
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
平
成
二
十
二
年
内
閣
府
告
示
第
三
十
三
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
四
年
十
一

月
三
十
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

野
田 

佳
彦 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

愛
媛
県
北
宇
和
郡
鬼
北
町 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

【
奥
四
万
十
き
ほ
く
】
ど
ぶ
ろ
く
・
リ
キ
ュ
ー
ル
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

愛
媛
県
北
宇
和
郡
鬼
北
町
の
全
域 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

特

定
農
業
者
に
よ
る
特
定
酒
類
の
製
造
事
業
（
七
○
七
（
七
○
八
）
）
及
び
特
産
酒
類
の
製
造
事
業
（
七
○
九
（
七
一
○
）
）



 

 
 

○
内
閣
府
告
示
第
三
百
三
十
二
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
四
条
第
九
項
の
規
定
及
び
同

法
附
則
第
五
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
九
年
内
閣
府
告
示
第
七
百
一
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区

域
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

野
田 

佳
彦 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

伊
万
里
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

伊
万
里
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
・
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
知
的
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

伊
万
里
市
の
全
域 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

特

定
事
業
等
に
係
る
外
国
人
の
入
国
・
在
留
諸
申
請
優
先
処
理
事
業
（
五
○
四
）
及
び
研
究
開
発
用
海
水
温
度
差
発
電
設
備
の



 

 
 

法
定
検
査
手
続
不
要
化
事
業
（
一
一
二
三
）



 

 
 

○
内
閣
府
告
示
第
三
百
三
十
三
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
平
成
二
十
年
内
閣
府
告
示
第
二
百
八
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
四
年
十
一

月
三
十
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

野
田 

佳
彦 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

小
林
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

名
水
の
ま
ち 

ワ
イ
ン
・
ど
ぶ
ろ
く
づ
く
り
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

小
林
市
の
全
域 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

特

定
農
業
者
に
よ
る
特
定
酒
類
の
製
造
事
業
（
七
○
七
（
七
○
八
）
）
及
び
特
産
酒
類
の
製
造
事
業
（
七
○
九
（
七
一
○
）
）



 

 
 

○
内
閣
府
告
示
第
三
百
三
十
四
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
平
成
二
十
三
年
内
閣
府
告
示
第
二
百
三
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
四
年
十

一
月
三
十
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

野
田 

佳
彦 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

鹿
児
島
県
大
島
郡
徳
之
島
町 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

徳
之
島
地
域
資
源
果
実
酒
・
リ
キ
ュ
ー
ル
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

鹿
児
島
県
大
島
郡
徳
之
島
町
の
全
域 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

特

産
酒
類
の
製
造
事
業
（
七
○
九
（
七
一
○
）
） 


